
電波を使用するためには､
無線局の免許が必要です｡(電波法第4条)

電波OJJL-bJを


守ってね
免許を受けずに開設した無線局 (不
法無線局)から発射される電波は不
法電波です｡日常の電波に混信を与
え､人命に関わる重要な無線通信を
妨害し､私たちの生活を脅かします｡

持適マークがついてい享言わ l?
技適マーク(技術基準適合証明等を受けたこと


を示すマーク)がついていない無線機-xを使用す


ると電波法違反になる場合があります｡


※コーードレス電話.バ 市民ラジオ､特定小電力トランシーAN､携帯電話･､ 無線  L
PHS､外国から輸入される無線機など

噂 様々な電波障害を引き起こす社会悪ででなく､す｡

関東総合通信局では､禁 ･一,, 有限で希少な電波の有効かつ

を図るために､電波の監視､規正などを行 適切な利用

混信･る テレビ､ っています.妨害､ ラジオの受信障害､その他電波一般に関わ

東京.ご相談がありましたら､お気軽にご連結ください｡( 神奈川

●不 ､埼玉､群馬､干葉､茨城､栃木､山梨の各都県にお住まいの方)

● (不法無線局は､混信･妨害 電波法にJ (1623 - 93全 -- 3れるだけ 1法無線局､ 03) 8 9 

国)短波混信妨害･ テ (46) - 8●受信障害  ( ---0 888 212
●放送相談  (地レビ･ラジオ) -(03)6238-1945

上デジタル放送) -･･ =(3) 3 - 9(3) 3 - 9 4●電波利用料制度  - - ･0 62 8 1･･･0 62 8 14-

●総合通信相談所 32
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ませんo■放送局の無線が通信できない○
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